
令
和
元
年
七
月
五
日
受
領

答
弁
第
三
〇
四
号

内
閣
衆
質
一
九
八
第
三
〇
四
号

令
和
元
年
七
月
五
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
柚
木
道
義
君
提
出
物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
に
お
け
る
自
動
火
災
報
知
設
備
の
設
置
義
務
に
か
か
る
消
防
法
施

行
令
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
柚
木
道
義
君
提
出
物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
に
お
け
る
自
動
火
災
報
知
設
備
の
設
置
義
務
に
か
か
る
消
防

法
施
行
令
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
百
貨
店
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
そ
の
他
の
物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
」
に
関
し
て
は
、
消
防
法
施
行
令
の
一
部
を
改

正
す
る
政
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
四
百
十
一
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七

号
）
に
お
い
て
は
、
自
動
火
災
報
知
設
備
を
設
置
し
、
及
び
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
基
準
（
以
下
「
自
動
火
災
報
知
設

備
の
設
置
維
持
基
準
」
と
い
う
。
）
を
延
べ
面
積
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
昭
和
四
十
七
年
頃
の
ビ

ル
火
災
の
実
態
を
踏
ま
え
、
よ
り
小
規
模
な
も
の
に
つ
い
て
も
火
災
の
早
期
発
見
及
び
早
期
通
報
を
徹
底
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
改
正
前
の
同
令
第
二
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
、
同
令
別
表
第
一
の
㈠
の

項
等
に
掲
げ
る
劇
場
や
集
会
場
等
の
他
の
多
数
の
者
が
出
入
り
す
る
防
火
対
象
物
に
お
け
る
自
動
火
災
報
知
設
備
の
設
置
維

持
基
準
を
延
べ
面
積
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
そ
の
改
正
後
に
お
い
て
は
、
百
貨
店
、
マ
ー

ケ
ッ
ト
そ
の
他
の
物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
に
お
け
る
自
動
火
災
報
知
設
備
の
設
置
維
持
基
準
に
つ
い
て
も
、
延
べ
面
積
三

百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
に
引
き
下
げ
た
も
の
で
あ
る
。

一



二
及
び
四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
個
々
の
物
品
販
売
業
店
舗
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
百
貨
店
や
マ
ー
ケ
ッ

ト
以
外
の
物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
に
つ
い
て
も
、
百
貨
店
や
マ
ー
ケ
ッ
ト
と
同
様
に
、
可
燃
物
量
が
多
い
こ
と
、
不
特
定

多
数
の
買
物
客
が
利
用
す
る
こ
と
、
及
び
通
路
等
が
客
又
は
商
品
で
混
雑
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
所
有
者
等
の
関
係
者
に
百

貨
店
や
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
所
有
者
等
の
関
係
者
と
同
じ
消
防
用
設
備
等
の
設
置
及
び
維
持
の
義
務
を
課
す
る
た
め
、
消
防
法
施

行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
五
号
）
に
よ
り
、
「
そ
の
他
の
物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
」
等
を

消
防
法
施
行
令
別
表
第
一
の
㈣
の
項
に
追
加
し
た
も
の
で
あ
る
。

現
在
に
お
い
て
も
、
百
貨
店
や
マ
ー
ケ
ッ
ト
以
外
の
物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
に
お
い
て
、
可
燃
物
量
が
多
い
こ
と
等
の

状
況
に
変
わ
り
は
な
い
こ
と
か
ら
、
政
府
と
し
て
は
、
百
貨
店
や
マ
ー
ケ
ッ
ト
と
同
じ
基
準
で
自
動
火
災
報
知
設
備
の
設
置

及
び
維
持
の
義
務
を
課
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

「
自
動
火
災
報
知
設
備
の
設
置
基
準
を
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
か
ら
、
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
施
行
令
に
定
め
る
千
平
方

メ
ー
ト
ル
ま
で
緩
和
す
べ
き
」
と
の
御
指
摘
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
は
、
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
火
災
の
早

二



期
発
見
及
び
早
期
通
報
の
徹
底
の
観
点
か
ら
、
百
貨
店
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
そ
の
他
の
物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
に
お
け
る
自
動

火
災
報
知
設
備
の
設
置
維
持
基
準
を
現
行
よ
り
も
緩
和
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
御
指
摘
の

「
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
施
行
令
に
定
め
る
千
平
方
メ
ー
ト
ル
」
に
つ
い
て
は
、
防
火
安
全
対
策
の
観
点
か
ら
定
め
ら
れ

た
基
準
で
は
な
く
、
大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
が
生
活
環
境
に
与
え
る
影
響
と
い
っ
た
観
点
か
ら
定
め
ら
れ
た
基
準
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
自
動
火
災
報
知
設
備
の
設
置
維
持
基
準
と
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
「
一
定
の
規
模
以
下
の
店
舗
等
に
つ
い
て
は
医
療
機
関
や
福
祉
施
設
同
様
に
自
動
火
災
報
知
設
備
の
設
置
に
つ
い

て
政
府
が
補
助
す
べ
き
」
と
の
御
指
摘
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
、
物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
の
出
店
の
促
進
や
経
営
改

善
の
観
点
か
ら
自
動
火
災
報
知
設
備
の
設
置
に
対
す
る
補
助
を
行
う
こ
と
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
て
お
ら
ず
、
現
時
点

で
は
当
該
補
助
の
実
施
は
考
え
て
い
な
い
。

三


